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食品の賞味期限切れの原材料使用や表示の偽装、改ざん等今年は食品の「表示」に関す

るニュースが世間を騒がせました。企業の不正はいかなる理由でも許すことはできません

が、消費者は安心して食品を購入・消費できるよう、正しい知識を持つことが重要です。

ここでは、食品の２つの期限表示についてご紹介します。

◇消費期限 

未開封の状態で、定められた方法により保存

した場合において、安全性を欠くおそれがない

と認められる期間です。品質は製造日を含めて

おおむね５日以内で急速に劣化しやすい食品に

「○年○月○日」で表示されます。例えば、弁

当や惣菜、調理パン、生菓子類、食肉、生麺類

などが該当します。さらに、弁当や惣菜につい

ては、年月日に加え時間ま

で表示することが望ましい

とされています。これらは、

期限を過ぎると腐敗など衛

生上の危害を生じるおそれ

があるため、必ず期限内に

消費する必要があります。 

◇賞味期限 

未開封の状態で、定められた方法により保存

した場合において、品質の劣化が比較的ゆるや

かな食品で、安全性や味・風味などすべての品

質が十分に保持されると認められる期限です。

品質は製造日を含めておお

むね５日を超え比較的劣化

しにくい食品に表示されて

います。３か月以上保存が可

能なものは「○年○月」で、

それ以外のものは「○年○月

○日」と表示されます。例え

ば、牛乳や乳製品、ハム、ソーセージ、冷凍食

品、即席めん類、清涼飲料水等が該当します。

この期限内で食べればおいしく食べられるとい

うことで、期限を過ぎても直ちに食べられなく

なるわけではありません。 

◇表示が省略される場合 

表示する面積（容器包装の面積）が小さい場

合や品質の劣化が極めて少ないもの（砂糖や食

塩、うまみ調味料、チューインガム、アイスク

リーム類等）は、表示が省略される場合があり

ます。 

※ 保存方法に注意！   

期限表示は、いずれも未開封の状態で、定め

られた方法により保存した場合において、開封

する以前の品質を保証するものです。開封後は

表示された期限に関わら

ず早めに消費することが

大切です。なお、常温で

保存する場合には、保存

方法の表示が省略されま

す。 

◇品質保持期限とは？ 

「品質保持期限」は「賞味期限」と同じ意味で、

２つの異なる用語を使用することは分かりにく

いことから、「賞味期限」に統一されました。 
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公的機関や法律事務所をかたった詐欺にご用心 

 最近は、税務署や区役所職員を名乗る「還付金詐欺」や法律事務所を名乗る「架空請求」

など消費者を信用させるための手口が巧妙化しています。いろいろな手口を知り冷静に行

動しましょう。 
 
相談事例 １  

突然、「区役所ですが医療費の過払い分を

還付します。携帯電話を持って近くの銀行

のＡＴＭの前に行ってください」という電

話がありました。還付を受ける覚えはない

というと５年前からの還付金があり、すで

に通知書を送付していると言うのです。そ

のような通知を受け

取った覚えはなかっ

たのですが、見落とし

たかもしれないと思

っていると、「今日が

締め切りです。ＡＴＭ

の前から指示した電

話番号にかけるように」と言われ電話をか

ると、お金を振り込むように言われました。 
 
相談事例 ２  
法律事務所名で「民事訴訟通告書」と称

して、通信販売で購入した代金未納のため

訴訟をおこすという手紙が届きました。通

信販売は時々利用していたので、あわてて

事務所に電話をかけたら延滞金が発生して 
 

いるので２５万円振込めと請求されました。 
 

アドバイス 
事例１のように税務署や区役所職員をか

たった「還付金詐欺」が急増しています。

その手口は、税金を還付するのでＡＴＭの

前で指定番号に電話をするようにという指

示をし、振込金を詐取するというものです。

公的機関は、還付金受取りのために、金融

機関のＡＴＭ操作を求めることはありませ

ん。電話は昼過ぎにかかってくることが多

く、家にいる主婦や高齢者が電話に出るの

を狙っています。手続を急がせる話は怪し

いものが多いので、あわてて振込まないこ

とを助言しました。 
事例２は流出した個人情報をもとにター

ゲットを絞って送付してきている可能性が

あります。消費者センターが、弁護士登録

のないことを確認し、無視するように助言

しました。 
 
まずは消費者センターや関係機関にご相

談ください。 

消消費費者者セセンンタターー相相談談窓窓口口かからら 

押上駅（Ａ３出口）から、それぞれ徒歩約５分 

交通／東武線業平橋駅、京成線・東京メトロ半蔵門線 

困ったときは早めにご相談を 

すみだ消費者センター相談室 

相談日：月～金曜日 

相談時間：午前９時３０分～正午 

午後 1 時～４時３０分 

なお、電話による相談は、午後４時まで 

相談室専用電話：５６０８－１７７３ 

すみだ消費者センター相談室 

相 談 日：月～土曜日 

＊土曜日は電話相談のみ受け付けています 

相談時間：午前９時３０分～ 

午後４時３０分 

専用電話：５６０８－１７７３ 
＊最初は電話でご相談ください 

所在地：墨田区押上 2－12－7－215 

困ったときは早めにご相談を 

 




